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障 害 者 基 本 計 画 の 推 進 状 況 （ 抜 粋 ）
 

～ 平 成 ２ ２ 年 度 ～  

 

※ 障 害 者 基 本 法  

第 ２ ０ 条 （ 住 宅 の 確 保 ）  

第 ２ １ 条 （ 公 共 的 施 設 の バ リ ア フ リ ー

化 ）  

第 ２ ２ 条 （ 情 報 の 利 用 に お け る バ リ ア

フ リ ー 化 等 ）  

関 連  
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分 野 別 施 策 関係省庁 推 進 状 況

２ 生活支援

①利用者本位の生活支援

体制の整備

イ 住居の確保 25 障害者の地域での居住の場であるグループホーム及び福祉ホームにつ 厚生労働省 ○ 障害福祉計画に基づき、グループホーム及び福祉ホーム等を計画的に整備。

いて、重度障害者などのニーズに応じて利用できるよう量的・質的充実 （平成18年度より新サービス体系に移行している ）。

に努める。

（平成15年度） （平成16年度） （平成17年度） （平成18年度）

身体障害者福祉ホーム 798人分 791人分 866人分 ※平成18年度より、

精神障害者福祉ホーム 3,092人分 3,381人分 3,701人分 新サービス体系へ

知的障害者グループホーム 17,578人分 20,697人分 25,592人分 移行

精神障害者グループホーム 6,371人分 7,259人分 8,493人分

新サ－ビス体系（障害者自立支援法）

【居住系】 （平成18年度 （平成19年度 （平成20年度 （平成21年度） (平成22年度）） ） ）

55,983人 63,323人・共同生活援助 37,499人 42,027人 48,394人

共同生活介護

（各サービスの数値は各年度の3月の月間の数値）

国土交通省 ○ 公営住宅においては、障害者の地域における自立生活の支援等の観点から公営住宅法第45条第1項においてグル

ープホームとして使用することが可能。

（ ）（ ）（ ）（ ）（ ）平成15年度末 平成16年度末 平成17年度末 平成18年度末 平成19年度末

公営住宅のグループホームの実績 342戸 400戸 459戸 545戸 649戸

（平成20年度末 （平成21年度末）(平成22年度)）

705戸 772戸 826戸

ウ 自立及び社会参加の 26 地域での自立生活を支援するため 情報提供 訓練プログラムの作成 厚生労働省 ○ 都道府県及び市町村において、下記の事業をそれぞれ実施 （平成18年10月からは地域生活支援事業として実、 、 、 。

促進 当事者による相談活動等の推進を図る 特に 当事者による相談活動は 施。一部の事業については、名称・内容の変更がある ）。 、 、 。

障害者同士が行う援助として有効かつ重要な手段であることから、更な (1)都道府県

る拡充を図る。 （平成18年９月まで：障害者自立支援・社会参加促進事業として実施していた都道府県・政令都市数）

（平成18年10月から：都道府県地域生活支援事業として位置づけられた各事業を実施する都道府県数）

（平成15年度 （平成16年度 （平成17年度 （平成18年度 （平成19年度）） ） ） ）

（平成20年度 （平成21年度）(平成22年度)）

点字による即時情報ﾈｯﾄﾜｰｸ事業 43か所52か所 53か所 54か所 43か所

42 43か所か所 43か所

字幕入り映像ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ事業 47か所59か所 59か所 59か所 45か所

47 46か所 45か所か所

点字・声の広報等発行事業 22か所55か所 48か所 51か所 21か所

22 23か所か所 22か所

49か所 39か所 31か所（平成18年9月まで）指定在宅介護事業者情報提供事業

6か所 6か所 8か所（平成18年9月まで）手話通訳者派遣ﾈｯﾄﾜｰｸ事業
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分 野 別 施 策 関係省庁 推 進 状 況

サービス提供者情報提供等事業（平成18年10月から） 23か所 24か所

23 22 22か所か所 か所

（指定在宅介護等事業者情報提供事業及び手話通訳者派遣ネットワーク事業は、平成18年10月から都道府県

地域生活支援事業のサービス提供者情報提供等事業に変更 ）。

33か所 36か所 31か所（平成18年9月まで）社会資源活用情報等提供事業

(2) 市町村事業（以下の数値は各事業の実施市町村数）

(平成18年９月まで：障害者自立支援・社会参加総合推進事業として実施していた市町村数)

（平成18年10月から：市町村の地域生活支援事業として位置づけられた各事業を実施する市町村数）

（平成15年度） （平成16年度） （平成17年度） (平成18年度） （平成19年度）

（平成22年度）（平成20年度） （平成21年度)

・社会参加促進事業 1,205か所537か所 637か所 653か所 956か所

か所 1,161か所 1,173か所1,290

・精神障害者支援事業

20か所 16か所 21か所 （平成18年9月まで）ピアカウンセリング事業

・点字・声の広報等発行事業 494か所461か所 478か所 455か所 422か所

か所 505か所 501か所500

27 障害者が社会の構成員として地域で共に生活することができるように 総務省 ○ 高齢者の街中の移動を支援するためのユーザ搭乗型移動端末を開発・改良。赤外線レーザーセンサー、ステレ

するとともに、その生活の質的向上が図られるよう、生活訓練コミュニ オカメラによる走行環境の理解・障害物の認識により危険回避が可能に。

ケーション手段の確保、外出のための移動支援など社会参加促進のため

のサービスを充実する。 ○ 視覚障害者のためのユーザ携帯型移動端末として、大局的情報はAM電波で局所的情報は赤外線で送信し、ユー

ザは骨伝導を利用して情報を取得する端末を開発し、ナビゲーション実験を実施。

経済産業省 ○ 障害者等の安全で円滑な移動を支援する情報通信機器・システムの互換性・相互運用性を確保するため、障害

者等が共通に利用でき、かつ、障害者等にとって使いやすい携帯端末を用いた移動支援システムの開発を平成16

年度に実施。平成17年度は、愛・地球博において、被験者による実証・評価実験を実施。平成18年度は、東京大

学構内で実証・評価実験を実施するとともに、データの互換性・相互運用性確保を図るため、利用者端末等の機

能や情報 内容、設置場所等の各側面から規格・標準化の可能性の検討を行い、平成22年度末にJIS T0901（高齢

者・障害者配慮設計指針－移動支援のための電子的情報提供機器の情報提供方法）として、標準化を行った。
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分 野 別 施 策 関係省庁 推 進 状 況

３ 生活環境

① 住宅、建築物のバリア 61 障害者の特性やニーズに対応した適切な設備・仕様を有する障害者向 国土交通省 ○ 公営住宅についてはバリアフリー住宅を標準仕様として順次供給。

（ ） （ ） （ ） （ ） （ ）フリー化の推進 けの公共賃貸住宅の供給を推進するとともに、バリアフリー化された住 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度

宅ストックの形成を推進する。 新規公営住宅 約2万1千戸 約2万1千戸 約1万9千戸 約1万8千戸 約1万7千戸

（実績見込み） （平成20年度） （平成21年度） （平成22年度）

約1万6千戸 約1万7千戸 約1万6千戸

○ 公社住宅については平成７年度よりバリアフリー住宅を標準仕様として順次供給。

（ ） （ ） （ ） （ ） （ ）平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度

新規公社賃貸住宅 約1.5千戸 約2.2千戸 約1.9千戸 約1.2千戸 約1.7千戸

（実績見込み） （平成20年度） （平成21年度） （平成22年度）

約1.3千戸 約1．5千戸 約1.4千戸

○ 都市再生機構賃貸住宅（平成16年６月までは公団賃貸住宅）については平成３年度よりバリアフリー住宅を標

。 （ ） （ ） （ ） （ ） （ ）準仕様として順次供給 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度

新規都市再生機構賃貸住宅 約1万3千戸 約7千戸 約6千戸 約7千戸 約4千戸

（平成20年度） (平成21年度) （平成22年度）

約3千戸 約5千戸 約3千戸

○ 高齢者（65歳以上の者）の居住する住宅のバリアフリー化の割合は、５年に１度の調査により把握。

一定のバリアフリー化 29％ 36．9％

がなされた住宅の割合

高度のバリアフリー化 6.7％ 9.5％

がなされた住宅の割合

※一定のバリアフリー化：２箇所以上の手すりの設置又は屋内の段差解消に該当

※高度のバリアフリー化：２箇所以上の手すりの設置、屋内の段差解消及び車椅子で通行可能な

廊下幅のいずれにも該当

（総務省「住宅・土地統計調査」より国土交通省推計）

62 「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進 国土交通省 ○ 「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建設の促進に関する法律」及び「高齢者、身体障害

に関する法律」に基づく多数の者が利用する一定の建築物についてのバ 者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」を統合・拡充した「高齢者、障害者等の移動

リアフリー対応の義務付け、設計者等向けのガイドラインの作成・周知 等の円滑化の促進に関する法律」を平成18年６月に制定、12月から施行しており、同法や、バリアフリー化の目

などにより、障害者等すべての人が円滑に利用できる建築物のバリアフ 標、施設設置管理者が講ずべき措置、基本構想の指針等を示した「移動等円滑化の促進に関する基本方針（最終

リー化を推進する。 改正平成23年国家公安委員会、総務省、国土交通省告示第1号 」に基づき、公共施設等のバリアフリー環境の整）

備を推進。

○ 「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」を平成18年12月に施行し、不特定かつ多数の者が

利用し 又は主として高齢者 障害者等が利用する建築物 映画館 百貨店 老人福祉センター等 で2,000㎡ 公、 、 （ 、 、 ） （

衆便所は50㎡）以上のものを新築等する際にバリアフリー対応を義務化。

設計者等向けのガイドラインを作成し、都道府県、建築関係団体に配布するとともに、建築士等を対象とした

講習会を開催。
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分 野 別 施 策 関係省庁 推 進 状 況

○ 平成14年７月に改正した「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律

（※ 」を平成15年４月に施行し、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、身体障害者等が利用す）

る建築物 映画館 百貨店 老人福祉センター等 で2,000㎡以上のものについてバリアフリー対応を義務化 ※（ 、 、 ） 。（

平成18年より「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」に統合）

設計者等向けのガイドラインを作成し、都道府県、建築関係団体に配布するとともに建築士等を対象とした講

習会を開催。

63 窓口業務を行う官庁施設等について、障害者等すべての人の利用に配 各省庁 ○ 平成16年６月、障害者施策推進課長会議の下に「公共サービス適切対応推進チーム」を設置し、障害者団体か

「 」 。慮した高度なバリアフリー化を推進する。 らの意見聴取や国の窓口現場の調査などを行い 公共サービス窓口における配慮マニュアル の作成を推進した

法務省 ○ 施設改修の実施

（平成16年度累計） （平成17年度） （平成18年度） （平成19年度）

（平成20年度） （平成21年度） （平成22年度）

改修が必要となる施設 67施設 30施設 25施設 20施設

22施設 22施設 28施設

改修した施設 37施設 5施設 5施設 10施設

0施設 2施設 0施設

○ 窓口業務を行う法務局庁舎（登記特別会計）について 「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移、

動の円滑化の促進に関する法律」及び国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の「官庁施設の基本的性能基準」によ

り、窓口が２階以上にあってエレベーターが未設置の場合はエレベーターを新設、身体障害者用便所・スロープ

等不備な場合は改修によりバリアフリー化を図ることとしている。

外務省 ○ 外務省本庁舎において、障害者等すべての人の利用に配慮した高度なバリアフリー化（身体障害者用便所、ス

ロープの設置、エレベーター内ボタンの点字表記及び鏡の設置等）を推進。

領事局の受付窓口に、車いす用カウンターを設置した。

文部科学省 〇 中央合同庁舎７号館について 「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」の趣旨に沿った高、

度なバリアフリー化を推進。

国土交通省 ○ 窓口業務を行う国土交通省所管の官庁施設等について、障害者等すべての人の利用に配慮した高度なバリアフ

リー化を推進。

（平成15年度末） （平成16年度末） （平成17年度末） （平成18年度末） （平成19年度末）

累計施設数 933施設 970施設 997施設 1,058施設 1,122施設

（平成20年度末） （平成21年度末） （平成22年度末）

1,216施設 1,230施設 1,230施設

② 公共交通機関、歩行空 64 「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進 国土交通省 ○ 「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建設の促進に関する法律」及び「高齢者、身体障害者

間等のバリアフリー化等 に関する法律」及び旅客施設や車両等のバリアフリー化に関するガイド 等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」を統合・拡充した「高齢者、障害者等の移動等

の推進 ライン等により、鉄軌道駅、バスターミナル、旅客船ターミナル及び航 の円滑化の促進に関する法律」が平成18年6月に制定、12月から施行しており、同法や、バリアフリー化の目標、

空旅客ターミナル並びに鉄軌道車両、バス車両、旅客船及び航空機のバ 施設設置管理者が講ずべき措置、基本構想の指針等を示した「移動等円滑化の促進に関する基本方針（最終改正

リアフリー化を推進する。 平成23年国家公安委員会、総務省、国土交通省告示第1号 」に基づき、公共施設等のバリアフリー環境の整備を）

推進。
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分 野 別 施 策 関係省庁 推 進 状 況

○ 公共交通機関におけるバリアフリー化の状況

・１日あたりの平均利用者数が5,000人以上の旅客施設のうち段差の解消がなされている旅客施設

（平成15年度） （平成16年度） （平成17年度） （平成18年度末） （平成19年度末）

（平成21年度末） （平成22年度末）（平成20年度末）

鉄軌道駅 67.3％43.9％ 48.7％ 56.3％ 62.8％

71.3 85.4%％ 76.9％

バスターミナル 77.5％71.4％ 73.2％ 75.0％ 76.2％

83.7 91.9%％ 87.5％

旅客船ターミナル 88.9％75.0％ 77.8％ 71.4％ 88.9％

87.5 100%％ 100％

航空旅客ターミナル 76.2％5.0％ 31.8％ 43.5％ 65.2％

90.5% 90.5％ 95.0%

・車両等

（ ） （ ） （ ） （ ）平成15年度 平成16年度 平成17年度 (平成18年度) 平成19年度

鉄軌道車両 23.7％ 27.9％ 32.1％ (41.8％) 26.5％

20.0％ ※

（平成20年度） （平成21年度） （平成22年度）

41.3％ 45.7％ 49.5％

※下段数字は、バリアフリー法に基づく公共交通移動等円滑化基準（基準強化後）による減。

（平成15年度） （平成16年度） （平成17年度） (平成18年度末) （平成19年度末）

（平成21年度末） （平成22年度末）（平成20年度末）

バス車両

18.0％ 22.6％ 27.8％ 33.1％ 37.5％低床バス

41.7 45.8％ 49.4%％

ノンステップバス 20.3％9.3％ 12.0％ 14.8％ 17.7％

23.0 25.8％ 27.9%％

旅客船 14.1％4.4％ 7.0％ 8.0％ 11.5％

16.4 18.0％ 18.1%％

航空機 32.1％ 40.7％ 47.0％ 54.4％ 59.9％

64.3 70.2％ 81.4％％

○ 「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」に基づき、基本構想の策定促進を行っているほか、

各種補助、税制、融資等各種支援制度を有効に活用することで、公共交通機関のバリアフリー化を推進。

○ 平成15年３月 「次世代普及型ノンステップバスの標準仕様」を策定、平成16年１月には標準仕様ノンステッ、

プバスの認定制度を創設。

6
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分 野 別 施 策 関係省庁 推 進 状 況

○ 平成15年度以降に新設されたサービスエリア、パーキングエリア及び道の駅において、身体障害者用便所及び

身体障害者用駐車スペースを設置

（平成15年度） （平成16年度） （平成17年度） (平成18年度) （平成19年度）

（平成20年度） （平成21年度） (平成22年度)

100％(新設数1) 100％(新設数1) 100％（新設数 1） 100％(新設数 0) 100％(新設数3)サービスエリア

100％(新設数0) 100％(新設数0) 100％ 新設数 0）(

100％(新設数4) 100％(新設数4) 100％（新設数 4） 100％(新設数 0) 100％(新設数5)パーキングエリア

100％(新設数8) 100％(新設数4) 100％ (新設数 2）

97.6％(新設数42) 100％(新設数43) 100％（新設数45） 100％(新設数28) 100％(新設数10)道の駅

100％(新設数32) 100％(新設数36) 100％（新設数34）

65 道路については 道路の移動円滑化に関するガイドライン等を整備し 総務省 ○ 東京都小金井市（住宅地代表）及び京都東山（観光地代表）の2次元バリア・バリアフリーマップを完成し、そ、 、

幅の広い歩道の整備や歩行者等を優先するエリアの形成、歩行者のため れぞれ平成15年５月と12月にインターネット上で公開。京都東山は景観ＣＧを用いた3次元GIS試用版を完成し、

のITS（高度道路交通システム）の研究開発等を通じて誰もが安全で安心 車いすの方々などによる目的地までのナビゲーション実験を平成15年１月と３月に実施。携帯電話により２次元

なバリアフリーな歩行空間ネットワークの形成を図る。 バリアフリーマップと任意の地域の３次元景観データが利用できるシステムを開発。17年度には３次元GISを用い

特に、旅客施設を中心とした一定の地区においては、旅客施設、道路 た東京駅周辺（大規模地下街＋地上）のバリアフリーマップを完成した。

等のバリアフリー化を重点的・一体的に推進する。

国土交通省 ○ 「道路の移動等円滑化整備ガイドライン」に基づき歩行空間のバリアフリー化を推進。

（平成15年度末 （平成16年度末 （平成17年度末 （平成18年度末 （平成19年度末]） ） ） ）

1日あたりの平均利用者数が5,000人以上の

旅客施設の周辺等の主な道路のバリアフリー 25％ 31％ 39％ 44％ 49％

化の割合 （すべて暫定）

（平成20年度末）(平成21年度末 （平成22年度末））

特定道路におけるバリアフリー化の割合 60％ 67％ 74％

防衛省 ○ 防衛施設の設置・運用による周辺地域住民の生活や事業活動への阻害を緩和するための、道路の整備（地方公

共団体からの申請によるバリアフリーに配慮した施設整備を含む ）への助成。。

○ ジェット機が離着陸する飛行場や砲撃を行う演習場などの存在により、周辺地域への生活環境や開発に著しく

影響を受ける市町村への各種公共用の施設の整備（地方公共団体からの申請によるバリアフリーに配慮した施設

整備を含む ）のための交付金を交付。。

66 単独では公共交通機関を利用できないような障害者等の輸送といっ 厚生労働省 ○ 介護輸送に係る法的取扱いについて 「介護輸送に係る法的取扱い方針について」において、一定の方向性を、

た、公共交通機関による輸送サービスが十分に提供されないおそれのあ 提示。

る分野での移動の確保については、利用者のニーズや地域の実情等を踏

まえ、STS（スペシャル・トランスポート・サービス）の活用を含め適 ○ 精神障害者居宅介護等事業（ホームヘルプ）を実施 （平成17年度まで）。

切な対応を図る。

○ リフト付き乗用車を運行する 重度身体障害者移動支援事業 や リフト付き福祉バス運行事業 を実施 平「 」 、「 」 。（

同事業は平成18年10月から移動支援事業（車両移送型）として実施。

（平成15年度） （平成16年度） （平成17年度） （平成18年度） （平成19年度）

（平成20年度） （平成21年度） (平成22年度)

257市町村 274市町村 244市町村（平成18年9月まで）重度身体障害者移動支援事業

97市町村 44市町村 37市町村（平成18年9月まで）リフト付き福祉バス運行事業

－ － － 243市町村 149市町村移動支援事業（車両移送型）

183 174市町村 180市町村市町村

7
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分 野 別 施 策 関係省庁 推 進 状 況

国土交通省 ○ 平成15年度にＮＰＯ等による有償のボランティア輸送が可能となるよう制度改正。

○ 福祉タクシーの導入状況

（平成15年度） （平成16年度） （平成17年度） (平成18年度末) （平成19年度末）

台数 4,574台 6,614台 8,504台 9,651台 10,514台

(7,255台) （9,699台） （11,322台） (12,272台)

（平成20年度末） 平成21年度末） （平成22年度末）(

10,742台 11,165台 12,256台

(12,527台) (13,107台) （14,201台）

※（ ）内の台数は、介護福祉士等が自動車に乗務する条件付のセダン型等の一般車両ならびに特定旅客自動車

運送事業に基づく車両を含んだ台数。

67 障害者等すべての人が公共交通機関を円滑に利用できるよう、バリア 経済産業省 ○ 障害者等の安全で円滑な移動を支援する情報通信機器・システムの互換性・相互運用性を確保するため、障害

フリー情報の統一的な提供や障害特性に配慮した情報提供を推進すると 者等が共通に利用でき、かつ、障害者等にとって使いやすい携帯端末を用いた移動支援システムの開発を平成16

ともに、交通バリアフリー教室等の普及・啓発活動の展開により、国民 年度に実施。平成17年度は、愛・地球博において、被験者による実証・評価実験を実施。平成18年度は、東京大

の理解の浸透を図る。 学構内で実証・評価実験を実施するとともに、データの互換性・相互運用性確保を図るため、利用者端末等の機

平成22年度末にJIS T0901（高齢者能や情報内容、設置場所等の各側面から規格・標準化の可能性の検討を行い、

・障害者配慮設計指針－移動支援のための電子的情報提供機器の情報提供方法）として、標準化 た。を行っ

国土交通省 ○ 交通エコロジー・モビリティ財団のホームページにて、車椅子での利用のしやすさ、トイレ情報等を提供する

とともに、駅毎の福祉輸送サービス情報、ハンドル形電動車椅子が利用可能な駅の情報も加えた「らくらくおで

かけネット」を公開。

バリアフリーについての国民の理解を深めるとともに、ボランティアに関する意識を醸成することで「心のバリ

」 、 、 、 。アフリー 社会の実現を図るため 高齢者 身体障害者の介助体験 擬似体験が出来るバリアフリー教室を開催

68 障害者等すべての人が快適に利用でき 親しめる環境を整備するため 総務省 ○ ユニバーサルデザインによるまちづくりに関する地方単独事業について 「いのちと生活を守る安心の確保」、 、 、

公園、水辺空間等におけるバリアフリー化を推進する。 により財政措置を実施。

（平成15年度） （平成16年度） （平成17年度） (平成18年度) （平成19年度）

事業数 216事業 211事業 164事業 158事業 148事業

（平成20年度） （平成21年度） （平成22年度）

160事業 142事業 111事業

農林水産省 ○ 「ユニバーサルデザイン」という考え方を踏まえつつバリアフリーに配慮した森林歩道等の施設整備を推進。

（平成15年度） （平成16年度） （平成17年度） （平成18年度） （平成19年度）

整備箇所数累計 136か所 146か所 154か所 158か所 162か所

（平成20年度） （平成21年度） （平成22年度）

168か所 178か所 186か所

農林水産省 ○ 海岸のバリアフリー化のため、堤防へのスロープの設置等を実施。

国土交通省 ○ 高齢者、障害者等すべての人が日常的な健康づくりや余暇活動を行う場となる都市公園の整備を推進するとと

もに、平成21年度に「都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業」を創設し、ユニバーサルデザインによる都市

公園のバリアフリー化を推進。

○ 直轄河川において整備される水辺拠点において、河川利用上の安全・安心に資する堤防・護岸の緩傾斜化等を

実施。

8
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分 野 別 施 策 関係省庁 推 進 状 況

環境省 ○ 自然公園等の整備に当たり、ビジターセンター、園路、トイレ等のバリアフリー化に配慮した整備を推進。

(平成18年度) （平成19年度） （平成20年度） （平成21年度） （平成22年度）

事業数 17事業 23事業 27事業 23事業 28事業

防衛省 ○ 飛行場等施設の周辺における良好な生活環境を確保するため緑地帯などの緩衝地帯として整備・管理してきた

周辺財産について、積極的な利活用を促進するため、付帯施設を整備（地方公共団体からの要望によるバリアフ

リーに配慮した施設整備を含む ）。

○ 防衛施設の設置・運用による周辺地域住民の生活への阻害を緩和するための、公園などの整備（地方公共団体

からの申請によるバリアフリーに配慮した施設整備を含む ）への助成。。

○ ジェット機が離着陸する飛行場や砲撃を行う演習場などの存在により、周辺地域の生活環境や開発に著しく影

響を受ける市町村への各種公共用の施設の整備（地方公共団体からの申請によるバリアフリーに配慮した施設整

備を含む ）のための交付金の交付。。

③ 安全な交通の確保 69 「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促 警察庁 ○ 主要な生活関連経路を構成する道路その他整備が必要であると認められる道路において、バリアフリー対応型

進に関する法律」に基づき、音響信号機等のバリアフリー対応型信号機 信号機を整備。

等の整備を推進する。

（平成16年度末 （平成17年度末 （平成18年度末 （平成19年度末 （平成20年度）） ） ） ）

整備数 24,959基 26,759基 28,523基 30,319基 32,155基

（平成21年度末 （平成22年度末））

33,238基 34,208基

70 交通事故が多発している住居地区や商業地区を中心に、信号機や道路 警察庁 ○ 平成15年７月、死傷事故発生割合の高い地区796箇所を「あんしん歩行エリア」として指定の上、面的かつ総合

標識等の整備を重点的に推進することにより、生活道路における通過車 国土交通省 的な事故抑止対策を実施。

、 、両の進入や速度の抑制 幹線道路における交通の流れの円滑化等を図り

自動車事故の防止と障害者の安全かつ円滑な通行を確保する。 ○ 平成21年３月、582箇所のあんしん歩行エリアを指定し、面的かつ総合的な交通安全対策を推進している。

○ あんしん歩行エリア以外の生活道路においても「生活道路事故抑止対策マニュアル（平成17年11月 」を活用）

するなどして事故抑止対策を推進。

71 自動車と歩行者の通行を時間的に分離する歩車分離式信号の運用、携 警察庁 ○ 歩車分離式信号及びPICSを整備。

（平成16年度末 （平成17年度末 （平成18年度末 （平成19年度末 （平成20年度末）帯端末を活用した安全な通行に必要な情報の提供、歩行者青時間の延長 ） ） ） ）

を行うPICS（歩行者等支援システム）の整備を推進するとともに、障害 歩車分離式信号 3,472基 3,867基 4,281基 4,538基 4,895基

特性に配慮した見やすく分かりやすい標識・標示の整備を図る。 ＰＩＣＳ 499基 541基 562基 588基 608基

（平成21年度末 （平成22年度末））

5,198基 5,539基

631基 651基

9
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分 野 別 施 策 関係省庁 推 進 状 況

４ 教育・育成

⑤ 施設のバリアフリー化 95 教育・療育施設において、障害の有無にかかわらず様々な人々が、適 文部科学省 ○ 「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律の一部を改正する法律」の施

の促進 切なサービスを受けられ、また、利用する公共的な施設であるという観 行（平成15年４月）に伴い、学校施設が新たにバリアフリー化の努力義務の対象となったことを踏まえ、学校施

点から、施設のバリアフリー化を推進する。 設におけるバリアフリー化の推進について各都道府県教育委員会等に対して周知。

○ 「学校施設バリアフリー化推進指針」を平成16年３月に策定し、バリアフリー化の一層の推進を図るよう各都道

府県教育委員会等に対して周知。

○ 具体的な計画・設計手法等に関する事例を紹介した「学校施設のバリアフリー化等に関する事例集」を平成17

年３月に作成し、バリアフリー化の一層の推進を図るよう各都道府県教育委員会等に対して周知。

○ 「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」の施行（平成18年12月）に伴い、盲・聾・養護学

校（平成19年４月より特別支援学校）の既存建物が基準適合努力義務の対象となったことを踏まえ、学校施設に

おけるバリアフリー化の推進について各都道府県教育委員会等に対して周知。

○ 学校施設のバリアフリー化に積極的に取り組んでいる地方公共団体の活動状況を紹介した「学校施設のバリア

フリー化整備計画策定に関する実践事例集」を平成19年６月に作成し、各都道府県教育委員会等に対して周知。

○ 特別支援教育を推進するため 「特別支援学校施設整備指針」を平成19年７月に策定するとともに、小学校施、

設整備指針等の特別支援教育関連規定の一部改訂を行い、各都道府県教育委員会等に対して周知。

○ 特別支援学校や小・中学校等の施設整備事例を紹介した「特別支援教育推進のための学校づくりを目指して～

特別支援教育を推進するための施設整備事例集～」を平成20年６月に作成し、各都道府県教育委員会等に対して

周知。

○ 特別支援学校の学習指導要領等の改訂などに伴い 「特別支援学校施設整備指針」を平成23年3月に改訂し、各、

都道府県教育委員会等に対して周知。

○ 学校施設のバリアフリー化に係る指 針や事例集について、研修会等を通じて普及啓発活動を実施。

○ 学校施設のバリアフリー化に係る取組みについて、スロープ、障害者用トイレ、エレベータ等の整備について

国庫補助の対象とするなど、設置者のバリアフリー化の推進を支援。

厚生労働省 ○ バリアフリーのまちづくり活動事業によって、障害者の利用しやすい施設・整備の促進（平成18年３月まで 。）

（平成15年度） （平成16年度） （平成17年度）

整備数 20か所 9か所 9か所

1
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分 野 別 施 策 関係省庁 推 進 状 況

７ 情報・コミュニケーション

① 情報バリアフリー 177 障害者のリテラシー 情報活用能力 の向上のため 研修・講習会の開催 総務省 ○ 障害者等に最適な利用環境を実現したIT生きがい・ふれあい支援センター施設を整備する地方公共団体等に対す（ ） 、 、

化の推進 障害者のITの利用を支援する支援技術者の養成・育成を推進するための施 る補助を実施し、平成15年度までに８事業を補助 （平成15年度まで）。

策を促進するとともに、障害者のIT利用を総合的に支援する拠点の整備を推

進する。 ○ 平成16年５月から「障害者のIT利活用支援の在り方に関する研究会」を開催し、障害のある人がICTを利活用す

るのにあたり身近な地域で信頼できる十分な支援が得られるよう、地域における障害のある人のICT利活用支援体

制のモデルの確立について検討を行い、平成17年９月に報告書を公表 （平成17年度まで）。

○ 平成18,19年度に 「高齢者・障害者のICT利活用の評価及び普及に関する研究会」を開催し、平成18年度におい、

ては障害のある人がICTを利活用するため、高齢者・障害者がICTを用いて活躍する事例の収集やその評価・分析を

通じて、必要な支援等の在り方を検討し、成果の普及を図っているところ （平成19年度まで）。

（ ） 、文部科学省 ○ 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所 平成19年3月まで独立行政法人国立特殊教育総合研究所 において

障害のある子どものニーズに対応した情報コンテンツの充実・普及に資するため 「障害のある児童生徒等の教育、

の総合的情報提供体制におけるコンテンツの充実・普及体制に関する実際的研究」を平成17年度から実施。

○ 各都道府県において指導的立場に立つ教職員等を対象に「情報手段活用による教育的支援指導者研修」を実施

し、インターネットを通じて全国の特別支援学校及び都道府県の特別支援教育センター等に配信。

厚生労働省 ○ 障害者社会参加総合推進事業（平成18年９月まで）において、障害者の情報通信技術の利用機会や活用能力の格

差是正を図るための総合的なサービス拠点として障害者ITサポートセンターを設置・運営する事業を 23都道府県

・政令都市 33か所（平成18年度）で実施。

○ 障害者ＩＴサポートセンター運営事業（平成18年10月から）において、障害者等の情報通信技術（ＩＴ）の利用

機会や活用能力の格差是正を図るための総合的なサービス提供拠点として、障害者ＩＴサポートセンターを設置・

運営する事業を24都道府県（平成22年度）で実施。

経済産業省 ○ 「障害者等向け情報システム開発事業」の一環として、高齢者・障害者のパソコン等の利用を促進するため、そ

（ ） 「 」 、れを支える中間支援者 サポーター の養成を目的として開発した 支援技術利用促進プログラム の普及を図り

より多くの良質なサポーター育成を実施 （平成14年度まで）。

○「電子情報支援技術利用促進プログラム」の普及と障害者のIT利用を支援する技術者の養成に向けた調査研究事業

を実施 （平成14年度まで）。

178 障害者が容易に情報を発信し、情報にアクセスできるよう、使いやすい 総務省 ○ 独立行政法人情報通信研究機構（旧認可法人通信・放送機構）を通じ、高齢者・障害者の利便の増進に資する通

情報通信機器、システム等の開発・普及等を促進するとともに、ISO/IEC 信・放送サービスの開発等を行うための通信・放送技術の研究開発を行う者に対し開発に必要な経費の助成を実

ガイド71（高齢者・障害者のニーズへの配慮ガイドライン）に基づき、障 施。

害者にとって使いやすいように配慮した情報通信機器設計の指針等をJIS （平成15年度） （平成16年度） （平成17年度） (平成18年度) (平成19年度)

（日本工業規格）化する。 （平成20年度） （平成21年度） （平成22年度）

応募数 40件 23件 25件 16件 18件

13件 11件 13件

助成件数 9件 12件 9件 11件 9件

5件 6件 8件

1
1
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分 野 別 施 策 関係省庁 推 進 状 況

○ 独立行政法人情報通信研究機構（旧認可法人通信・放送機構）を通じ、身体障害者の利便の増進に資する通信

・放送役務の提供又は開発を行う者に対し、その実施に必要な経費の助成を実施。

（平成15年度） （平成16年度） （平成17年度） （平成18年度） (平成19年度)

）（平成20年度） （平成21年度） （平成22年度）

応募数 17件 27件 19件 23件 22件

19件 21件 20件

助成件数 6件 8件 10件 12件 11件

9件 7件 8件

○ 少子高齢化社会における様々な社会的課題の解決に資するため、ユビキタスネットワーク技術とロボット技術の

一層の融合を図りつつ、特に高齢者や障害者を対象としたロボットサービスに必要な機能を実現し、その幅広い普

及促進を図ることを目的として所要の研究開発を実施。平成22年度は、要素技術ごとの基本設計・開発・試作等を

実施した。

○ 電気通信機器のアクセシビリティについてJIS化を進めるとともに、電気通信アクセシビリティの国際標準化に

、 、 。向けた取組を行った結果 平成19年１月に 電気通信アクセシビリティガイドラインがITU勧告として承認された

（平成16年度～）

経済産業省 ○ 「JIS X 8341-1高齢者・障害者等配慮設計指針－情報通信における機器、ソフトウェア及びサービス－第1部：

共通指針 「JISX8341-2同 第2部：情報処理装置 「JISX8341-3同 第3部：ウェブコンテンツ 「JIS X 8341-4」、 」 」、

同第4部：電気通信機器」及び 「JISX8341-5同 第5部：事務機器」のＪＩＳを制定 （平成17年度まで）これら、 。

情報アクセシビリティJISを基にした国際標準化に向けた取り組みを実施 （平成16年度～）ISO及びITUにおける。

国際標準化を受け 「JIS X8341-1」及び「JIS X8341-3」を改正 （平成22年度まで）、 。

179 各省庁、地方公共団体は公共調達において、障害者に配慮した情報通 各府省 ○ 平成15年７月に「各府省情報化統括責任者（ＣＩＯ）連絡会議」が決定した「電子政府構築計画 （平成16年6」

信機器、システムの調達に努力する。 月一部改定）において、電子政府構築の原則として、ユニバーサルデザイン（だれもが使いやすい設計）の確保を

掲げ、障害者、高齢者の使いやすさにも十分配慮されたシステムの導入に努めることを明記。

金融庁 ○ 金融庁業務支援統合システムの設計・開発において、金融庁・財務（支）局等の職員向け及び金融機関等向けの

それぞれの特性に合わせ、アクセシビリティとユニバーサルデザインに配慮した画面設計を行う旨を調達仕様書に

明記するなど、アクセシビリティやユニバーサルデザインに配慮したシステムの導入に努めている （平成20年度。

～）

180 行政情報について、ホームページ等のバリアフリー化を推進する。 各府省 ○ 平成18年７月26日に「IT戦略本部」が決定した「重点計画-2006 、平成18年８月31日に「各府省情報化統括責」

任者（ＣＩＯ）連絡会議」が決定した「電子政府推進計画」において、各府省は、高齢者や障害のある人を含めて

すべての人々の利用しやすさなどに配慮しつつ、引き続きホームページなどにおける行政情報の電子的提供の充実

に努めることを明記。

内閣府 ○ 平成18年2月、日本工業規格(JISX8341-3）に沿った「内閣府ウェブサイト・アクセシビリティ指針」を定めた。

警察庁 ○ 国家公安委員会及び警察庁ホームページに、高齢者や視覚障害のある利用者に配慮し 「音声読み上げ・文字拡、

大」機能を追加した （平成16年度整備）。

金融庁 ○ 金融庁ウェブサイトは、そのアクセスのしやすさを維持していくために、フォントサイズや色指定について注意

をしている。また、ウェブサイトを利用しやすくするように、ウェブサイト掲載内容の読上げ、フォントサイズの

、 、 。変更 色指定等ができるウェブ・アクセシビリティ支援ツールを導入し ウェブ利用者に対して無償配布している

1
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分 野 別 施 策 関係省庁 推 進 状 況

○ ウェブサイトにコンテンツを掲載するにあたっては、htmlに音声読み上げやブラウザ表示に支障をきたすおそれ

のある機種依存文字を使用しないよう、当庁独自の「ウェブサイト掲載情報確認書」を作成し個々の案件毎に確認

するといった工夫を行っている（平成22年12月～ ））

総務省 ○ 高齢者・障害者を含めた誰もが情報通信を容易に利用できるよう、ホームページの問題点を点検・修正するシス

テムを平成15年５月公表し、全地方公共団体等に配布。

○ 音声読み上げ・文字拡大などアクセシビリティ支援ツールを導入し、目や耳の不自由な方にも内容を理解して

いただけるよう努めている。

○ 平成22年9月から「みんなの公共サイト運用モデルの改定にに関する研究会」を開催し、高齢者や障害者を含め

た誰もが公共分野のホームページ等を利用することができるよう、具体的なウェブアクセシビリティ維持・向上の

ための運用モデルである「みんなの公共サイト運用モデル（2010年度改定版 」を取りまとめ、平成23年3月に報）

告書を公表した。

法務省 ○ 日本司法支援センターのホームページに、高齢者や視覚障害のある利用者に配慮し 「音声読み上げ・文字拡大、

表示」機能を設けている。

外務省 ○ 平成15年３月から、広報動画の配信を開始するなど、聴覚障害者にも配慮した外務省ホームページを制作

、 （ ） 、○ 平成17年7月には 外務省ホームページ日本語版のトップページを日本工業規格 JISX8341-3:2004 に準拠した

障害者が利用しやすいデータ形式に標準化（ＣＳＳ化）した。新規に作成するHTMLファイルについては音声読み上

げソフトに対応するなどアクセシビリティに配慮したものとなっている。

○ 在外公館ホームページについては、平成17年度中にアクセシビリティ向上のために共通テンプレートを導入し

た。

○ 平成19年には、弱視の方もトップページに掲載している資料のタイトルや説明書きが読めるようにするために

外務省ホームページにフォントを大きくできる機能を設置。

○ 平成23年3月にはコンサルタントに委託し、外務省ホームページのJISX8341-3:2010に基づくアクセシビリティ

診断を実施。

財務省 ○ 国税庁ホームページについて、日本工業規格（JISX8341-3）に沿ったホームページとなるよう、平成18年３月に

「国税ウェブサイトガイドライン」を策定し、アクセシビリティに配意したホームページ製作に努めている。

文部科学省 ○ 文部科学省ホームページは、平成16年３月に大幅なリニューアルを行い、視覚障害を持つ方でも使いやすいデザ

インを導入している。各ページの制作にあたっては、実際に音声読み上げブラウザを使用し、意味の通じない記号

や略語は避けるなど、耳で聞いても分かりやすいページ作りを進めるようにしている。また、カラーバリアフリー

にも配慮し、色の区別がつきづらい方でも問題なく閲覧できるカラーでページを作るよう注意している。

さらに、PDFファイルのみでの掲載は可能な限り避ける様にし、htmlファイルで作成が可能なものについては、

原則htmlファイルでの公開を行うよう努めている （平成19年度まで）。

○ 障害者や高齢者などの方が利用しやすいように 「音声読み上げ」機能等を備えたアクセシビリティ支援ツール、

の導入を平成17年度に行った （平成19年度まで）。

1
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分 野 別 施 策 関係省庁 推 進 状 況

○ 文部科学省ホームページは、平成21年１月コンテンツ・マネジメントシステムを導入するのにあわせて、リニ

ューアルを行った。リニューアルに伴うテンプレートおよびデザインの構築にあたっては、JISX8341-3:2004に配

慮し、アクセシビリティのさらなる向上を図った （平成19年度まで）。

○ 文部科学省ウェブサイトは、平成21年１月コンテンツ・マネジメントシステムを導入した。その際、誰もが負

担なく情報を取得できるよう、JIS X 8341-3（日本工業規格：高齢者・障害者等配慮設計指針－情報通信におけ

る機器，ソフトウェア及びサービス－ 第３部：ウェブコンテンツ）にもとづいたテンプレートを開発したことで、

以後、アクセシビリティに配慮したコンテンツを量産していけるようになった。また、アクセシビリティを継続

的に向上して いけるようアクセシビリティガイドラインを策定し、運用面の整備も行った。

厚生労働省 ○ 厚生労働省ホームページについて、高齢者や視覚障害者が容易に利用できるよう、平成16年3月1日から「音声

読み上げ/文字拡大サービス」の提供を実施。さらに、平成17年２月21日から視覚障害者向けに「点字ファイルダ

ウンロードサービス」の提供を実施。

農林水産省 ○ 農林水産省ホームページについて、高齢者・障害者に配慮し、音声読み上げソフト、文字拡大ソフトに対応す

るページを平成17年度から作成し、平成19年度よりアクセシビリティに配慮したページの作成や修正が可能とな

るCMS（コンテンツ・マネジメント・システム）を導入している。

経済産業省 ○ 障害のある利用者を含むすべての利用者が提供情報やサービスに平等にアクセスできるよう、提供情報やサービス

「 」の様々な形式への変換等が適切に行えるよう配慮することを定めた 経済産業省ウェブサイトスタイルガイドライン

を平成15年10月に策定。

国土交通省 ○ 国土交通省ホームページに、高齢者や弱視障害者等に配慮し、平成16年３月から「音声読み上げ・文字拡大」機能

の提供を実施。平成20年度よりアクセシビリティに配慮したページの作成や修正が可能となるＣＭＳ（コンテンツ・

マネジメント・システム）を導入した新たな国土交通省ホームページの運用を開始した。

環境省 ○ 環境省ホームページでは、平成17年２月に「音声読み上げ・文字拡大」ソフトを導入した。また、平成18年12月に

「環境省ウェブ作成ガイドライン」を策定し、環境省が運営するホームページについて高齢者・障害者に配慮するよ

う努めている。

、 、 、防衛省 ○ PDF形式のコンテンツのテキスト形式への移行 画像情報へのテキスト文の貼り付け 文字サイズ変更ボタンの設置

音声読み上げツールの導入、閲覧しているページがどの階層に位置しているかを示した情報の提供等、できる限り障

害者用プラウザに対応するよう配慮。また、平成17年12月に防衛省ホームページ（当時防衛庁ホームページ）におい

て、高齢者・障害者等配慮設計指針（JISX8341-3）に沿った見直しを実施。

② 社会参加を支 182 障害者のＩＴの利用を促進するため、情報通信機器の取得を支援する 厚生労働省 ○ 障害者社会参加総合推進事業において、情報機器を使用するにあたり、必要となる周辺機器及びソフト等の購入に

援する情報通信 施策を推進する。 要する費用の一部を助成する「障害者情報バリアフリー化支援事業」を実施 （平成18年９月まで）。

システムの開発

・普及

1
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分 野 別 施 策 関係省庁 推 進 状 況

○ 日常生活用具給付等事業において、利用者のニーズや地域の実情等を踏まえ、情報・意思疎通支援用具（参考例：

報機器の周辺機器及びソフト等）を給付 （平成18年10月から）。

183 SOHO（在宅や小規模な事務所での勤務 、テレワーク（情報通信を利用し 総務省 ○ 障害者や高齢者等多様な人材の就業機会の拡大及び積極的な社会への参画の促進のためICTを活用したテレワーク）

た在宅勤務等）などITの活用による障害者の就業のための取組を推進する。 システムに関する実証実験やセミナー等によるテレワークの普及啓発活動を総合的に実施。

③ 情報提供の充 184 聴覚障害者情報提供施設について、全都道府県での整備を促進する。 厚生労働省 ○ 全都道府県設置に向けて障害保健福祉関係全国主管課長会議等を通じて各県に周知 （平成23年1月6日現在38か所）。

実

185 放送事業者の協力も得て、字幕番組、解説番組、手話番組など障害者 総務省 ○ 「身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律 （平成５年法律第」

54号）に基づき、独立行政法人情報通信研究機構（旧認可法人通信・放送機構）を通じて字幕番組、解説番組、手話

に配慮した情報提供の一層の拡充のための施策を推進する。 番組等の制作に対する助成を実施。

（平成15年度） （平成16年度） （平成17年度） (平成18年度） (平成19年度）

（平成20年度） （平成21年度） （平成22年度）

字幕番組助成件数 6,919本 12,943本 11,209本 14,651本 13,419本

11,890本 12,510本 33,131本

手話番組助成件数 1,748本 2,120本 1,488本 1,353本 871本

660本 667本 1,767本

解説番組助成件数 27本 39本 144本

72本 55本 267本

○ 独立行政法人情報通信研究機構（旧認可法人通信・放送機構）において、視聴覚障害者向け放送ソフト制作技術の

研究開発を実施し、平成15年度に、ほぼ全ての録画番組を対象として、音声が全て文字化された原稿がない場合でも

短時間で自動的に字幕を付与できるシステムを開発。平成16年度においては、本研究開発成果の実用化に向けて取り

組みを実施した。

186 点字図書、字幕付きビデオなど視聴覚障害者への情報提供サービスの充実 内閣府 ○ 平成18年２月、日本工業規格(JIS X8341-3)に沿った「内閣府ウェブサイト・アクセシビリティ指針」を定めた。

を図るとともに、公共サービスにおいては、点字、録音物等による広報の促

進を図る。 ○ 障害者白書の概要の点字版を作成。

○ 時勢に沿った 政府の施策を理解しやすくまとめた音声広報CDを年６回作成し、全国の視覚障害者情報提供施設、

盲人会連合、盲学校、都道府県立図書館及び地方公共団体等へ配布。また、内閣府ホームページの政府広報オンライ

ンにおいて ダウンロードサービスを実施。

○ 時勢に沿った政府の施策を理解しやすくまとめた点字広報誌を年６回作成し、全国の視覚障害者情報提供施設、 盲

人会連合、盲学校、都道府県立図書館及び地方公共団体等へ配布。

○ ｢消費者行政の推進に関する広報リーフレット｣制作において、目の不自由な方に配慮してＳＰコードを採用した(平

成20年度)。

〇 平成22年１月から開催されている障がい者制度改革推進会議の模様は、手話通訳や字幕付き画面のオンデマンドで

内閣府ホームページから動画を見ることができるようにした。また、視覚障害者向け専門放送局の同会議の音声放送

について協力。
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分 野 別 施 策 関係省庁 推 進 状 況

警察庁 ○ 国家公安委員会及び警察庁ホームページに、高齢者や視覚障害のある利用者に配慮し 「音声読み上げ・文字拡大」、

機能を追加した （平成16年度整備）。

総務省 ○ 高齢者・障害者を含めた誰もが情報通信を容易に利用できるよう、ホームページの問題点を点検・修正するシステ

ムを平成15年５月に公表し、全地方公共団体等に配布。

○ 音声読み上げ ・文字拡大などアクセシビリティ支援ツールを導入し、目や耳の不自由な方にも内容を理解してい、

ただけるよう説明会等を通じて普及啓発に努めている。

○ 平成22年9月から「みんなの公共サイト運用モデルの改定に関する研究会」を開催し、高齢者や障害者を含めた誰も

が公共分野のホームページ等を利用することができるよう、具体的なウェブアクセシビリティ維持・向上のための運

「 （ 」 、 。用モデルである みんなの公共サイト運用モデル 2010年度改定版 を取りまとめ 平成23年3月に報告書を公表した

（平成23年度まで）

法務省 ○ 広報ビデオ「もしも・・・あなたが犯罪被害に遭遇したら」等の字幕版を、移動教室プログラム等において上映す

るほか、要望に応じて学校等に貸し出すなど積極的に活用しており、耳の不自由な人も利用できるよう措置。

法務省の人権擁護機関では、各種人権課題に関する啓発広報ビデオを作成する際に、字幕付ビデオも併せて作成。

また，各種人権啓発冊子や特別支援学校卒業予定者に配布している広報用リーフレットには，聴覚障害者向けに，

記録された情報を専用機器で読み上げるための音声コードを導入 （平成22年度～）。

○ "社会を明るくする運動"広報ビデオの作成にあたり、耳の不自由な人も利用できるよう、字幕スーパーを入れたも

のについて別途マスターテープを用意し、聴覚障害者等への対応を可能なものとした （平成17年～）。

○ 日本司法支援センターは、電話による問い合わせが困難な聴覚障害者等に対して、メールによる情報提供を行って

いる。

また、同センターでは、高齢者や弱視等の視覚障害のある利用者に配慮した拡大文字パンフレットや音声読み上げ

機器に対応した「ＳＰコード」を印字したパンフレットなどを作成している。

さらに、手紙や字幕スーパー、音声ガイダンス機能をを付した広報用DVDを製作した （平成21年度～）。

○ 日本司法支援センターにおいて、各地方事務所におけるバリアフリー等に関連する施設環境をホームページ上で公

表している （平成20年度～）。

外務省 ○ 平成15年3月から、広報動画の配信を開始するなど、聴覚障害者にも配慮した外務省ホームページを制作。

○ 平成17年７月には、外務省ホームページ日本語版のトップページを日本工業規格（JISX8341-3:2004）に準拠した、

障害者が利用しやすいデータ形式に標準化（ＣＳＳ化）した。新規に作成するHTMLファイルについては音声読み上げ

ソフトに対応するなどアクセシビリティに配慮したものとなっている。

○ 在外公館ホームページについては、平成17年度中にアクセシビリティ向上のために共通テンプレートを導入した。

○ 平成19年には、弱視の方もトップページに掲載している資料のタイトルや説明書きが読めるようにするために外務

省ホームページにフォントを大きくできる機能を設置。

○ 平成23年3月にはコンサルタントに委託し、外務省ホームページのJISX8341-3:2010に基づくアクセシビリティ診断

を実施。
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分 野 別 施 策 関係省庁 推 進 状 況

財務省 ○ 国税庁では、点字広報誌を作成し、盲学校及び点字図書館に配付。また、租税教育用ビデオの字幕版を制作し、視

聴覚障害者に対して貸出しを実施。

文部科学省 ○ 文部科学省ホームページは、平成16年３月に大幅なリニューアルを行い、視覚障害を持つ方でも使いやすいデザイ

ンを導入している。各ページの制作にあたっては、実際に音声読み上げブラウザを使用し、意味の通じない 記号や

略語は避けるなど、耳で聞いても分かりやすいページ作りを進めるようにしている。また、カラーバリア フリーに

も配慮し、色の区別がつきづらい方でも問題なく閲覧できるカラーでページを作るよう注意している。さらに、PDFフ

ァイルのみでの掲載は可能な限り避ける様にし、htmlファイルで作成が可能なものについては、原則htmlファイルで

の公開を行うよう努めている （平成19年度まで）。

○ 障害者や高齢者などの方が利用しやすいように 「音声読み上げ」機能等を備えたアクセシビリティ支援ツールの、

導入を平成17年度に行った （平成19年度まで）。

○ 文部科学省ホームページは、平成21年１月コンテンツ・マネジメントシステムを導入するのにあわせて、リニュー

。 、 、アルを行った リニューアルに伴うテンプレートおよびデザインの構築にあたっては JIS X 8341- 3:2004に配慮し

アクセシビリティのさらなる向上を図った （平成19年度まで）。

○ 文部科学省ウェブサイトは、平成21年１月コンテンツ・マネジメントシステムを導入した。その際、誰もが負担な

く情報を取得できるよう、JIS X 8341-3（日本工業規格：高齢者・障害者等配慮設計指針－情報通信における機器，

ソフトウェア及びサービス－ 第３部：ウェブコンテンツ）にもとづいたテンプレートを開発したことで、以後、アク

セシビリティに配慮したコンテンツを量産していけるようになった。また、アクセシビリティを継続的に向上してい

けるようアクセシビリティガイドラインを策定し、運用面の整備も行った。

厚生労働省 ○ 点字図書や録音図書を製作し、視覚障害者に対して貸出しを実施。日々の新聞ニュースを点字データ等によりイン

ターネット配信。点字を判読できない視覚障害者に対し、録音広報を提供。テレビ番組に手話や字幕を挿入したビデ

オを製作し、聴覚障害者に対して貸出しを実施。

○ 厚生労働省ホームページについて、高齢者や視覚障害者が容易に利用できるよう、平成16年３月１日から「音声読

み上げ/文字拡大サービス」の提供を実施。さらに、平成17年２月21日から視覚障害者向けに「点字ファイルダウンロ

ードサービス」の提供を実施。

農林水産省 ○ カセットテープ・点字図書・大活字本等による情報提供

月刊テープ雑誌「声の食生活情報 、音声版食品解説「声のア・ラ・カルト 、Q&A「耳知識―食と生活 「指で読」 」 」、

む食生活文庫 、料理手引書等の作成及び点字図書館等への配布 （平成18年度まで）」 。

○ 障害者の食生活に関する調査を実施。(食生活情報の満足度 「食事バランスガイド」の活用・理解度に関するアン、

ケート調査（平成19年度）)

○ 買物・外食の際のサポートマニュアルの作成及びサポート体制の推進 （平成18年度まで）。

○ 障害者が自立した食生活を営むため、平成14年度に作成したユニバーサルデザインガイドブックの配布及び関連サ

ービスなどの情報を提供 （平成18年度まで）。

○ 障害者を対象に 食事バランスガイド の内容や食事への活用方法について 点字などによる情報提供を実施 平、「 」 、 。（

成19・20・21年度）
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分 野 別 施 策 関係省庁 推 進 状 況

○ 農林水産省ホームページについて、高齢者・障害者に配慮し、音声読み上げソフト、文字拡大ソフトに対応するペ

ージを平成17年度から作成し、平成19年度よりアクセシビリティに配慮したページの作成や修正が可能となるCMS（コ

ンテンツ・マネジメント・システム）を導入している。

経済産業省 ○ 障害のある利用者を含むすべての利用者が提供情報やサービスに平等にアクセスできるよう、提供情報やサービス

「 」の様々な形式への変換等が適切に行えるよう配慮することを定めた 経済産業省ウェブサイトスタイルガイドライン

を平成15年10月に策定。

国土交通省 ○ 国土交通省ホームページに、高齢者や弱視障害者等に配慮し、平成16年３月から「音声読み上げ・文字拡大」機能

の提供を実施。平成20年度よりアクセシビリティに配慮したページの作成や修正が可能となるＣＭＳ（コンテンツ・

マネジメント・システム）を導入した新たな国土交通省ホームページの運用を開始した。

環境省 ○ 環境省ホームページでは、平成17年２月に「音声読み上げ・文字拡大」ソフトを導入した。また、平成18年12月に

「環境省ウェブ作成ガイドライン」を策定し、環境省が運営するホームページについて高齢者・障害者に配慮するよ

う努めている。

、 、 、防衛省 ○ PDF形式のコンテンツのテキスト形式への移行 画像情報へのテキスト文の貼り付け 文字サイズ変更ボタンの設置

音声読み上げツールの導入、閲覧しているページがどの階層に位置しているかを示した情報の提供等、できる限り障

害者用プラウザに対応するよう配慮。また、平成17年12月に防衛省ホームページ（当時防衛庁のホームページ）にお

いて、高齢者・障害者等配慮設計指針（JIS X 8341-3）に沿った見直しを実施。

187 字幕付きビデオ作成に係る著作権の運用改善を図る。 文部科学省 ○ 社会福祉法人聴力障害者情報文化センターにおける字幕付きビデオに関するライブラリー事業が適切かつ円滑に促

進されるよう、必要に応じ助言。 また、障害者の情報へのアクセスに配慮した著作権制度の在り方について、文化審

議会著作権分科会において検討を行い、平成21年１月には、障害等により著作物の利用が困難な者を可能な限り権利

制限の対象に含めるとともに、字幕付きビデオの作成等を含む複製等の主体、方式についてもそれに応じて拡大する

ことが適当との内容を盛り込んだ報告書を取りまとめている。これを踏まえ、同年3月にこの内容を含む著作権法改正

案を取りまとめ、平成21年通常国会に提出した（平成21年６月12日に成立し、平成22年１月１日から施行）

④ コミュニケー 188 コミュニケーション支援を必要とする視聴覚障害者に対する手話通訳者、 厚生労働省 ○ 手話奉仕員等の指導を行う手話通訳指導者を養成。

ション支援体制 要約筆記者及び盲ろう通訳者の養成研修を推進するとともに、これらの派

の充実 遣体制の充実強化を推進する。 ○ 地域生活支援事業において、手話奉仕員、要約筆記奉仕員及び手話通訳者等を養成。

○ 都道府県及び市町村において、以下の事業をそれぞれ実施。

（平成18年10月からは地域生活支援事業として実施。一部の事業については、名称・内容の変更がある ）。

（1）都道府県事業（以下の数値は各事業の実施都道府県・政令都市数）

（平成18年9月まで：障害者自立支援・社会参加総合推進事業として実施していた都道府県・政令都市数）

（平成18年10月から：都道府県の実施する地域生活支援事業として位置づけられた各事業を実施する都道府県数）

（平成15年度 （平成16年度 （平成17年度 （平成18年度 （平成19年度）） ） ） ）

（平成20年度 （平成21年度）(平成22年度））

手話奉仕員の養成研修を行う事業 41か所 38か所 35か所（平成18年9月まで）

59か所 59か所 60か所（平成18年9月まで）要約筆記奉仕員の育成・研修を行う事業

奉仕員養成研修事業（平成18年10月から） ― ― 46か所 47か所

47か所 47か所 47か所

1
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分 野 別 施 策 関係省庁 推 進 状 況

（手話奉仕員の養成研修を行う事業及び要約筆記奉仕員の養成・研修を行う事業は、平成18年度から奉仕員養成研

修事業に変更 ）。

手話通訳者養成研修事業 58か所 58か所 60か所 45か所 45か所

46か所 44か所 41か所

盲ろう者通訳・介助員養成研修事業 34か所 36か所 39か所 27か所 32か所

37か所 37か所 38か所

手話奉仕員を派遣する事業 30か所 29か所 22か所（平成18年9月まで）

要約筆記奉仕員を派遣する事業 55か所 56か所 54か所（平成18年9月まで）

コミュニケーション支援事業（平成18年10月から） ― ― 11か所 10か所

9か所 8か所 8か所

（ 、 、 。）手話奉仕員を派遣する事業 要約筆記奉仕員を派遣する事業は 平成18年10月からコミュニケーション事業に変更

（2）市町村事業（以下の数値は各事業の実施市町村数）

（平成18年9月まで：障害者自立支援・社会参加総合推進事業として実施していた市町村数）

（平成18年10月から：市町村地域生活支援事業として位置づけられた各事業を実施する市町村数）

（平成15年度 （平成16年度 （平成17年度 （平成18年度 （平成19年度）） ） ） ）

（平成20年度 （平成21年度）(平成22年度））

手話奉仕員の派遣事業 305か所 295か所 283か所（平成18年9月まで）

手話奉仕員の養成事業 409か所 420か所 423か所（平成18年9月まで）

要約筆記奉仕員の派遣事業 151か所 177か所 180か所（平成18年9月まで）

要約筆記奉仕員の養成事業 167か所 182か所 176か所（平成18年9月まで）

手話通訳者派遣事業 119か所 225か所 252か所（平成18年9月まで）

コミュニケーション支援事業（平成18年10月から） ― ― 1,112か所 1,318か所

1,351か所 1,309か所 1,319か所

（手話奉仕員の派遣事業、要約筆記奉仕員の派遣事業及び手話通訳派遣事業は、平成18年10月からコミュニケーション

事業に変更 ）。

奉仕員養成研修事業（平成18年10月から） ― ― ― 417か所 562か所

595か所 609か所 627か所

（手話奉仕員の養成事業及び要約筆者奉仕員の養成事業は、平成18年10月から奉仕員養成研修事業に変更 ）。

189 各種サービス窓口における手話のできる職員の育成、配置を働きかけると 警察庁 ○ 手話ができる警察官の交番等への配置や「警察版コミュニケーション支援ボード」の全国警察の交番等への配布

ともに、国民の手話に対する理解と協力を促進する。 等により、聴覚障害者からの各種届け出、相談等に適切に対応。平成16年2月、障害者への対応マニュアル「障害をも

つ方への待遇要領」を作成し、各都道府県警察に配付し窓口対応職員等への障害をもつ人に関する理解を促進。
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